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第 1 地域資源の活用に該当する製品・商品 

(1)  北広島産の農産物等が使用されていること。なお、農産物等には、北

広島産の農産物等が原材料となっている加工品も含みます。（例：米粉） 

※北広島産の農産物等の使用割合に制限はありませんが、過小な場合は、

審査において、補助の対象とならない場合があります。 

 

(2) 開発する製品・商品の販売について、次のいずれにも該当しなければな

りません。 

① 北広島産農産物の付加価値向上や市の魅力度アップのため、北広島市の

表示や北広島の原材料等が使用されていることなどを表示した商品であ

ること。（例：北広島産○○使用、北広島○○農家の○○、きたひろ○○

菓子など） 

② 既存品および既存メニューの原材料の北広島産の農産物等への置き換え

でないこと。 

 

第 2 補助対象となる事業 

次の事業が補助対象事業となります。単年度で製品化、商品化、販売まで一体

的に取り組むことができ、また、複数年度で段階的に取り組むこともできます。

令和５年度の取組みでどこまでを目標とするか検討のうえ、応募してください。 

1 試作・製品化事業（ものづくり） 

この要領では、製品とは、原材料を加工した後の完成品のことを言い、

市場に流通する前の段階のものを言います。製品化が達成される事業計画

となっていることが採択の要件となります。 

 

※ 製品化とみなす場合の取り扱い 

味噌や日本酒、果実酒など仕込みを行ったのち、長期の熟成期間が必要

であるなど、製品がその年度内（翌年の 3 月 31 日まで）に完成しない製

品化事業である場合、熟成させる必要性や期間等を明確にした計画書等を

提出することにより、補助対象と認められる場合があります。 

 

2 商品化事業（魅力づくり） 

 この要領では、商品とは、製品のネーミングやパッケージ、キャッチコピ

ーなどが決定し、市場に流通・売買が可能となったものを言います。商品化
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が達成される事業計画となっていることが採択の要件となります。 

 

※ 既に市場に流通している商品のパッケージをリニューアルする等の取

組みであっても補助事業の対象となります。 

 

3 販売促進事業（きっかけづくり） 

この要領では、販売促進とは、商談会や催事等への出展、これらで宣伝す

るための資材の作成、新たな販売方式の導入など、お客さんが商品を購入す

るためのきっかけづくりのことを言います。販売促進活動を実施する事業計

画となっていることが採択の要件となります。 

 

※ 既に市場に流通している商品の販売促進活動を実施する等の取組みであ

っても補助事業の対象となります。 
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第 3 補助金の交付対象となる経費 

第 2 の 1～3 の事業に取り組む場合における、次の活動に要する費用のう

ち、人件費、謝金、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料、委託料、備品

購入費が対象経費です。ただし、備品購入費は、1 件 50 万円未満の備品に

限ります。 

 

＜活動内容＞ 

①商品開発 ②市場調査 ③研修 ④パッケージデザイン等  

⑤広告宣伝資材の作成・販売促進活動 ⑦展示会、商談会、催事への出店 

⑧新販売方式の導入 

 

＜経費科目別対象経費の留意事項＞ 

経費科目 留意事項 

人件費 
商談会や催事等のイベントに出席するために臨時に雇用した労働

者の人件費が対象です。 

謝金 
視察や研修会等における講師の招へい等に係る謝礼等が対象で

す。 

旅費 
講師に支払う旅費のほか、視察や研修会へ出席する際の移動・宿

泊に係る経費が対象です。 

需用費 
試作に係る原材料費、加工適正のある作物の栽培に係る種子代、

肥料代、資材代、その他商品の開発に必要な消耗品が対象です。 

役務費 研修の受講料、サービスの利用料、掲載手数料などが対象です。 

使用料 

賃借料 

会場の借上料、機器等の使用料などが対象です。 

委託料 
パッケージデザインや広告デザインの外注費、試食用の商品製造

委託費などが対象です。 

備品 

購入費 

製品の製造に必要不可欠な加工機械等の購入費用が対象です。 
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＜取組別対象経費の例＞ 

取組内容 留意事項 

商品開発 

機器の使用料や消耗品、原材料の購入費のほか、加工適

正のある作物の栽培に係る種子代、肥料代、資材代も対

象です。ただし、ハウスなどの栽培施設や農業機械、排

水対策等土地改良費用は対象となりません。 

研修 

視察や研修会の受講料及び旅費等の負担分が対象となる

ほか、講師の招へい等に係る謝礼・旅費等の費用も対象

です。 

広告宣伝 
展示会や商談会、催事等において宣伝広告するために必

要となる資材の作成・購入費用が対象です。 

展示会や商談会、

催事への出店 

参加料や賃借料、旅費などの経費が対象です。 

新販売方式の導入 
新たにインターネット販売に取り組む場合における、自

社ホームページなどの製作費用等が対象です。 

 


